自動車賃貸借契約書

賃貸人●●（以下「甲」という。）及び賃借人○○（以下「乙」という。）は、下記の
自動車（以下「本件車両」という。）について、以下のとおり自動車賃貸借契約（以
下「本契約」という。）を締結する。

　　　　　　　本件車両の表示
車名・年式　　 ○○○○
登録番号　　　 ○○
車台番号　　　 ○○
　　　付属品　　　車両仕様書記載のとおり
　　
第1条　
甲及び乙は、甲が乙に対し、本件車両を本契約記載条項に基づき賃貸し、乙がこれを
借受けることに合意した。

第2条
本件車両の引渡し(以下「本件引渡し」という。)は、令和○年〇月〇日、乙の指定する
場所で行う。
2　本件引渡しは、甲乙双方立会いのもと、装備、外観、その他すべての点について、
賃貸借目的において良好な状態にあることを確認し、行うものとする。
2　本件引渡しの後の車両の隠れたる瑕疵については、甲が責任をもって購入先と交渉
するものとする。
3　本条第1項の期日に納車ができない事由等が生じた場合は、乙は甲に対し、本件車
両と同型式の代車を提供しなければならない。

第3条
乙は、本件車両を、乙における○○業務の用に供するものとする。
2　乙は、甲の事前の書面による承諾を得て、本件車両の使用目的の変更及び追加
をすることができる。

第4条
本件車両の賃料は月〇円とする。
2　乙は、前項の金額を毎月末日限り翌月分を、甲の指定する銀行口座に振込む形で支
払う。振込手数料は乙が負担する。
3　甲及び乙は、協議の上、本条1項記載の賃料を改定することができる。
4　本件車両にかかる自動車税及び自動車重量税は、甲がこれを納付する。

第5条
乙は、甲の書面による承諾がない限り、以下の各号に該当する行為をしてはならない。
⑴　本件車両の賃借権その他の権利の第三者への譲渡
⑵　本件車両の転貸又は共同利用
⑶　本件車両の外装及び内装の改造
⑷　その他、本契約の定めに違反する行為

第6条
本契約の契約期間は、令和〇年〇月〇日から令和●年●月●日までの〇年間とする。
ただし、甲乙は協議の上で当該契約期間を延長することができる。

第7条
甲は、前条で定めた契約の期間、本件車両について、別紙に掲げる定期点検等を行うものとする。
2　前項の定期点検等にかかる費用は甲が負担する。ただし、以下の場合を除く。
⑴　乙の故意又は重大な過失に起因する修理に要する費用
⑵　乙が甲の承諾なしに実施した修理に要する費用
⑶　乙が甲の承諾なしに実施した本件車両の改造の原状回復費用

第8条
本件車両に関する自動車保険契約は、甲が、甲の費用と責任で、保険会社と締結する。
2　乙が、本件車両使用中に損害賠償責任を生じさせる事故を起こした場合、当該損害金が、前項の保険で支払われる限りにおいて、乙は支払い責任を負わない。

第9条
甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、反社会的勢力の排除に関する以下の各号の事項を確約する。
⑴自ら又は自らの役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。）が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員（以下総称して「反社会的勢力」という。）ではないこと。
⑵自らの役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう）が反社会的勢力ではないこと。
⑶反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。

第10条
甲は、乙が次に掲げる事由に該当した場合には、なんらの通知催告を要することなく、
本契約を解除することができる。
⑴　賃料の未払いが〇ヶ月以上続いたとき
⑵　第三者から仮差押え、滞納処分、強制執行又は競売等の申立てがされたとき
⑶　その他、本契約の条項に違反し、甲の催告にもかかわらず相当期間内に是正しないとき
2　前項の解除は、甲から乙への損害賠償の請求を妨げるものではない。
　　　　　
第11条
乙は、本契約の終了後、直ちに本件車両を甲の指定する場所に返還する。
[bookmark: _Hlk144718671][bookmark: _Hlk129957014]2　乙が前項の義務を履行しない場合、乙は遅滞期間相当分の賃貸借料を甲に支払わなければならない。

第12条
甲及び乙は、本契約に定めのない事項については、別途協議して解決を図るものとす
る。

第13条
本契約に関して生じた紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とする。

以上、本契約締結の証として、本契約書2通又は本書の電磁的記録を作成し、甲乙記名押印若しくは署名又は電子署名の上、各自保管する。

令和〇年×月×日

甲　　住所
　　　氏名(会社名　代表者名)　　　　　　　　　　　　　　　　　印

乙　　住所
　　　氏名(会社名　代表者名)　　　　　　　　　　　　　　　　　印







自動車賃貸借契約チェックリスト
	No.
	チェック項目
	✔

	1
	本契約書記載の車両と相違ないか（車検証と共に確認）
	

	2
	本件車両が自賠責保険及び任意保険に入っているか
	

	3
	賃料は一般的相場と比較して妥当と言えるか
	

	4
	引渡し時の状態を双方でチェックし、現状について記載した書類を交わしたか
	

	5
	車両の使用目的及び目的外使用の可不可について記載があるか
	

	6
	契約期間内の費用負担について明記があるか
借主に不当な負担を求めるものではないか
	

	7
	損害賠償責任及び費用負担について記載があるか
	

	8
	記載された禁止事項の内容は妥当なものか
	

	9
	貸主から契約解除ができる要件は妥当なものか
	

	10
	賃料支払いや契約終了後の車両返還の遅滞による遅延損害金支払い義務の記載はあるか
またその額は一般的に妥当と言えるか
	

	11
	契約期間及び更新の有無の記載はあるか
	

	12
	契約書に収入印紙が貼付されているか
（車両賃貸借に付随した業務委託契約が締結される場合のみ）
	



